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(57)【要約】
【課題】遊離塩素や溶存酸素などを還元分解する能力を
長期間維持できる活性炭フィルタを提供する。
【解決手段】開示される活性炭フィルタ１０は、活性炭
を含む吸着部１２と、吸着部１２と短絡していない電極
１４とを含む。活性炭フィルタ１０では、吸着部１２が
カソードとなるように、吸着部１２と電極１４との間に
直流電圧が印加される。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　活性炭フィルタであって、
　活性炭を含む吸着部と、前記吸着部と短絡していない電極とを含み、
　前記吸着部がカソードとなるように、前記吸着部と前記電極との間に直流電圧が印加さ
れる、活性炭フィルタ。
【請求項２】
　使用時において、前記吸着部がカソードとなるように前記吸着部と前記電極との間に７
Ｖ以下の直流電圧が印加される、請求項１に記載の活性炭フィルタ。
【請求項３】
　断続的に、前記吸着部がカソードとなるように前記吸着部と前記電極との間に直流電圧
が印加される、請求項１に記載の活性炭フィルタ。
【請求項４】
　前記直流電圧の印加によって、前記吸着部の活性炭の電位を、標準水素電極基準で－０
．８Ｖ～０．６Ｖの範囲とする、請求項１～３のいずれか１項に記載の活性炭フィルタ。
【請求項５】
　活性炭フィルタであって、
　活性炭を含む吸着部と、水素を可逆的に吸蔵する金属を含む水素吸蔵部とを含み、
　前記吸着部と前記水素吸蔵部とが電気的に接続されている、活性炭フィルタ。
【請求項６】
　前記水素吸蔵部が、水素吸蔵合金およびパラジウムからなる群より選ばれる少なくとも
１種を含む、請求項５に記載の活性炭フィルタ。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、活性炭フィルタに関する。
【背景技術】
【０００２】
　吸着材として活性炭を含むフィルタが従来から使用されている。活性炭は使用によって
劣化する。そのため、使用によって吸着力が低下した活性炭フィルタは、交換するか、活
性炭を再生する必要がある。
【０００３】
　特許文献１（特開平１０－８５５９８号公報）は、高電圧のパルス電圧を活性炭に印加
することによって活性炭に吸着された物質を分解除去し、それによって活性炭を再生する
方法を開示している。また、特許文献２（特開平６－２３８２６４号公報）は、活性炭に
吸着された物質を加熱によって脱離させる方法を開示している。特許文献２に記載の方法
では、活性炭を挟むように活性炭に接触している２つの電極に直流電圧を印加することに
よって活性炭に電流を流し、それによって活性炭を加熱する。特許文献２の図１４には、
印加電圧と、活性炭の温度と、吸着物質の脱離率との関係が示されている。この図１４に
よれば、吸着物質を脱離させるには、電極間に高電圧を印加して活性炭を充分に昇温させ
る必要がある。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】特開平１０－８５５９８号公報
【特許文献２】特開平６－２３８２６４号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　このような状況において、本発明の目的の１つは、遊離塩素や溶存酸素などを還元分解
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する能力を長期間維持できる活性炭フィルタを提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　上記目的を達成するために、本発明は１つの活性炭フィルタを提供する。その活性炭フ
ィルタは、活性炭を含む吸着部と、前記吸着部と短絡していない電極とを含み、前記吸着
部がカソードとなるように、前記吸着部と前記電極との間に直流電圧が印加される。
【０００７】
　また、本発明は、他の活性炭フィルタを提供する。その活性炭フィルタは、活性炭を含
む吸着部と、水素を可逆的に吸蔵する金属を含む水素吸蔵部とを含み、前記吸着部と前記
水素吸蔵部とが電気的に接続されている。
【発明の効果】
【０００８】
　本発明によれば、遊離塩素（溶存塩素、次亜塩素酸、次亜塩素酸イオン）や溶存酸素な
どを還元分解する能力を長期間維持できる活性炭フィルタが得られる。
【図面の簡単な説明】
【０００９】
【図１】図１は、本発明の第１の活性炭フィルタの一例を模式的に示す断面図である。
【図２】図２は、活性炭の電位について模式的に示す図である。
【図３】図３は、本発明の第２の活性炭フィルタの一例を模式的に示す断面図である。
【発明を実施するための形態】
【００１０】
　以下、本発明の実施の形態について説明する。なお、以下の説明では、本発明の実施形
態について例を挙げて説明するが、本発明は以下で説明する例に限定されない。以下の説
明において特定の数値や特定の材料を例示する場合があるが、本発明はそれらの例示に限
定されない。
【００１１】
　［第１の活性炭フィルタ］
　本発明の第１の活性炭フィルタについて以下に説明する。第１の活性炭フィルタは、活
性炭を含む吸着部と、吸着部と短絡していない電極とを含む。第１の活性炭フィルタでは
、吸着部（吸着部の活性炭）がカソードとなるように（電極がアノードとなるように）、
吸着部（吸着部の活性炭）と電極との間に直流電圧が印加される。
【００１２】
　なお、第１の活性炭フィルタは、複数の吸着部と複数の電極とを備えてもよい。別の観
点では、第１の活性炭フィルタは、吸着部と電極とのペアを複数備えてもよい。それらの
ペアは、並列に接続されてもよいし、直列に接続されてもよい。
【００１３】
　吸着部は、活性炭を含み、全体としてある程度の導電性を有する。吸着部は、たとえば
、粒状の活性炭のみで形成されてもよいし、あるいは、粒状の活性炭とカーボンブラック
と結着剤とを含む材料で形成されてもよい。活性炭およびカーボンブラックは導電性を有
するため、これらの材料を用いることによって導電性を有する吸着部が得られる。また、
繊維状の活性炭を用いてもよい。また、活性炭繊維を用いて形成されたクロスを用いて吸
着部を形成してもよい。吸着部は、活性炭を用いた公知の吸着材料で形成してもよい。た
とえば、公知の活性炭フィルタに用いられている吸着材料で吸着部を形成してもよい。吸
着部は、電圧をできるだけ均等に活性炭に印加するための導電体（金属配線や金属箔など
）を含んでもよい。この導電体は、活性炭と直接接触するように配置されるか、または、
導電性物質を介して活性炭と接続される。
【００１４】
　電極に特に限定はなく、金属電極であってもよいし、導電性の炭素系材料（グラファイ
トなど）からなる電極であってもよいし、それらの組み合わせからなる電極であってもよ
い。いずれの場合でも、腐食が少なく、水の電気分解による酸素発生が生じやすい電極が
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好ましい。アノードとなる電極では、水の電気分解によって酸素が生じる。電極の一例に
は、白金でコートされた金属（たとえばステンレスやチタン）からなる電極が含まれる。
電極は、液体が通過可能な形状を有することが好ましい。たとえば、電極は、ワイヤ状の
電極線で構成されていてもよく、メッシュ状であってもよい。
【００１５】
　第１の活性炭フィルタは、吸着部と電極との短絡を防止するためのセパレータを備えて
もよい。セパレータは、吸着部と電極との間に配置される。セパレータは絶縁性であり、
絶縁性の樹脂で形成されてもよい。セパレータは、液体が通過可能な形状を有することが
好ましい。たとえば、セパレータは、メッシュ状であってもよいし、織布または不織布で
あってもよい。
【００１６】
　第１の活性炭フィルタは、通常、直流電圧を印加するための電源を含む。電源は、コン
セントから得られる交流電圧を直流電圧に変換するＡＣ－ＤＣコンバータであってもよい
。また、電源は、太陽電池などの発電装置や電池（たとえば一次電池や二次電池）であっ
てもよい。
【００１７】
　上述したように、特許文献２は、活性炭に接触した２つの電極間に直流電圧を印加する
ことによってジュール熱で活性炭を加熱し、それによって活性炭を再生する方法を開示し
ている。本発明の第１の活性炭フィルタでも活性炭に直流電圧を印加するが、その電圧印
加は活性炭の加熱を目的とするものではない。第１の活性炭フィルタでは、電極と吸着部
とは接触しておらず、電極と吸着部との間には処理される水が存在する。そのため、電極
と吸着部との間に電圧を印加しても、活性炭に電極が接触している特許文献２の場合とは
異なり、流れる電流は小さい。第１の活性炭フィルタでは、活性炭（吸着部）がカソード
となるように電圧を印加する。このとき、活性炭がイオンを吸着して電気二重層を形成す
る程度の電流が流れるように電圧印加を行うが、液温を大きく変えるほどの電流は流れな
いため、活性炭の温度上昇はほとんどない。具体的には、電圧印加による活性炭の温度上
昇は、通常１０℃以下（典型的には５℃以下）である。また、水が活性炭フィルタを流れ
ている状態で電圧を印加する場合には、通常、活性炭の温度上昇はほとんどない（温度上
昇は１℃未満である）。このように、第１の活性炭フィルタでは、直流電圧の印加による
吸着部の活性炭の温度上昇は、通常１０℃以下であり、たとえば５℃以下や１℃以下であ
る。また、第１の活性炭フィルタでは、電圧印加時に活性炭１グラムあたりに流れる電流
の量は、通常１Ａ以下であり、典型的には０．１Ａ以下である。
【００１８】
　第１の活性炭フィルタでは、直流電圧の印加によって、吸着部の活性炭の電位を、標準
水素電極基準で、－０．８Ｖ以上や－０．６Ｖ以上や－０．４Ｖ以上や－０．２Ｖ以上と
してもよく、０．８Ｖ以下や０．６Ｖ以下や０．４Ｖ以下や０．３Ｖ以下や０．２Ｖ以下
としてもよい。たとえば、－０．８Ｖ～０．８Ｖの範囲や、－０．８Ｖ～０．６Ｖの範囲
や、－０．６Ｖ～０．６Ｖの範囲や、－０．４Ｖ～０．５Ｖの範囲や、－０．４Ｖ～０．
４Ｖの範囲や、－０．４Ｖ～０．２Ｖの範囲や、－０．３Ｖ～０．５Ｖの範囲や、－０．
２Ｖ～０．４Ｖの範囲としてもよい。これらの下限、上限、および範囲を、以下では「吸
着部の活性炭の電位の例示（１）」という場合がある。好ましい一例では、吸着部の活性
炭の電位が、標準水素電極基準で、－０．８Ｖ～０．６Ｖの範囲や、－０．６Ｖ～０．４
Ｖの範囲や、－０．４Ｖ～０．４Ｖの範囲にある。
【００１９】
　［第１の活性炭フィルタの第１の例］
　第１の活性炭フィルタは、２つの例を含む。まず、第１の例について説明する。第１の
活性炭フィルタの第１の例では、使用時において、吸着部がカソードとなるように、吸着
部と電極との間に７Ｖ以下の直流電圧が印加される。電圧は、２．５Ｖ以下であってもよ
く、０．５Ｖ～２Ｖの範囲（たとえば１．２Ｖ～２Ｖの範囲）にあってもよい。この明細
書において、「使用時」とは、処理される水が活性炭フィルタを流れているときを意味す
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る。第１の活性炭フィルタの第１の例において、処理される水が活性炭フィルタを流れて
いないときも直流電圧が印加されていてもよい。すなわち、第１の活性炭フィルタでは、
直流電圧が常時印加されていてもよい。
【００２０】
　活性炭の能力を高い状態で維持するには、印加電圧を０．５Ｖ以上（たとえば１．２Ｖ
以上）とすることが好ましい。過電圧、水による電圧降下、および活性炭の抵抗などがな
い場合、約１．２Ｖの電圧印加で水が電気分解される。しかし、過電圧等を考慮すると、
印加電圧が２．５Ｖ以下であれば水の電気分解による電力の消費はあまりない。そのため
、電力消費を小さくするには、印加電圧を２．５Ｖ以下（たとえば２Ｖ以下）とすること
が好ましい。ただし、印加電圧を大きくしても、吸着部側（カソード側）での水の電気分
解による電力消費が増えるだけで、大きな問題とはならないため、印加電圧を大きくする
ことも可能である。
【００２１】
　軟水の水道水のように電気伝導度が低い水（たとえば電気伝導度が２５０μＳ／ｃｍ以
下の水）を処理する場合や、吸着部と電極との間の距離が比較的大きい場合（たとえば３
ｍｍ～３０ｍｍの範囲にある場合）には、電圧降下が大きくなる。電圧降下が大きい場合
や、活性炭の能力を短時間で再生させる場合には、印加電圧を高くすることが好ましく、
１０Ｖ以下の範囲（たとえば１Ｖ～７Ｖの範囲や１．２Ｖ～６Ｖの範囲）で印加電圧を高
くしてもよい。
【００２２】
　印加される電圧が２Ｖ以下（たとえば１．２Ｖ～２Ｖの範囲）の場合には水の電気分解
がほとんど生じないため、電圧を常時印加しても電力はほとんど消費されない。なお、処
理される水が流れているときのみオンになるようなスイッチを設けて、処理される水が流
れているときのみ電圧が印加されるようにしてもよい。たとえば、水の流れによって機械
的にオンになるスイッチを設けてもよい。
【００２３】
　一例の活性炭フィルタでは、吸着部よりも下流側に電極が配置される。この活性炭フィ
ルタを水が流れているときに電極がアノードとなるように電圧を印加する場合について考
える。塩素イオンを含む水が流れているときに電圧の印加によって電極の電位が次亜塩素
酸の発生電位に到達した場合には、次亜塩素酸が発生する。しかし、印加電圧が２Ｖ以下
の場合、電極の電位は酸素発生電位よりもプラス側に大きくシフトすることはないため、
次亜塩素酸が発生することが抑制される。
【００２４】
　別の観点では、本発明は、活性炭を含む吸着部と、吸着部と短絡していない電極とを含
む活性炭フィルタの第１の使用方法に関する。第１の使用方法では、活性炭フィルタの使
用時において、吸着部がカソードとなるように（電極がアノードとなるように）、吸着部
と電極との間に直流電圧（第１の活性炭フィルタの第１の例で例示した電圧であり、たと
えば２．５Ｖ以下の直流電圧）が印加される。
【００２５】
　［第１の活性炭フィルタの第２の例］
　第１の活性炭フィルタの第２の例では、断続的に、吸着部がカソードとなるように吸着
部と電極との間に直流電圧が印加される。第２の例の活性炭フィルタは、直流電圧の印加
をオン／オフするためのスイッチを含んでもよい。電圧は、活性炭の能力が低下したとき
に印加されてもよい。あるいは、活性炭の能力が低下したかどうかに関わらず、電圧は、
定期的に、または不定期に印加されてもよい。たとえば、定期的に、または不定期に、利
用者がスイッチをオンにすることによって電圧が印加されてもよい。また、タイマーを用
いて、定期的にスイッチをオンすることによって電圧が印加されてもよい。また、電源を
太陽電池とし、太陽電池に光が照射されたときに太陽電池によって発生した電圧が印加さ
れるようにしてもよい。電池（一次電池、二次電池、太陽電池など）を電源として用いる
場合、直列接続される電池の数および種類を選択し、さらに必要に応じて電気抵抗を用い
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ることによって、所定の電圧を印加することができる。
【００２６】
　電圧が印加される際には、活性炭フィルタ内を水が流れていてもよいし流れていなくて
もよいが、水が流れていることが好ましい。
【００２７】
　電圧は、活性炭の能力の低下が予想される時期に印加されてもよい。また、活性炭の能
力が低下したかどうかを判別し、活性炭の能力が低下したときに電圧を印加してもよい。
　
【００２８】
　第２の例で印加される電圧に特に限定はなく、第１の例で例示した電圧を印加してもよ
い。ただし、印加電圧が小さいと、吸着部の活性炭の電位をマイナス側に移動させるのに
時間がかかる。また、吸着部の活性炭の電位が水素発生電位に到達するまでは、吸着部の
活性炭における水の電気分解は抑制される。そのため、第２の例では、比較的高い電圧を
印加することが好ましい。たとえば、第２の例における印加電圧は１．２Ｖ以上であって
もよく、３～５０Ｖの範囲（たとえば４～２０Ｖの範囲）にあってもよい。なお、上述し
たように、吸着部の活性炭の表面での水の電気分解が生じても、吸着部側での水の電気分
解による電力消費が増えるだけで、大きな問題とはならない。
【００２９】
　第２の例において電圧を印加する時間に特に限定はない。吸着部の活性炭の電位をある
程度マイナス側に移動させることができると考えられる時間だけ、電圧印加を行ってもよ
い。電圧印加の時間は、印加電圧を大きくすることによって短縮することが可能である。
電圧印加時間は、２分～３００分の範囲（たとえば５分～１００分の範囲）にあってもよ
い。
【００３０】
　別の観点では、本発明は、活性炭を含む吸着部と、吸着部と短絡していない電極とを含
む活性炭フィルタの第２の使用方法に関する。第２の使用方法では、断続的に、吸着部が
カソードとなるように（電極がアノードとなるように）、吸着部と電極との間に直流電圧
（第１の活性炭フィルタの第２の例で印加される電圧）が印加される。
【００３１】
　［第２の活性炭フィルタ］
　第２の活性炭フィルタは、活性炭を含む吸着部と、水素を可逆的に吸蔵する金属（水素
を吸蔵・放出する金属）を含む水素吸蔵部とを含む。吸着部（吸着部の活性炭）と水素吸
蔵部とは電気的に接続されており、両者の間を電気が流れるようになっている。典型的に
は、吸着部（吸着部の活性炭）と水素吸蔵部とは短絡されている。
【００３２】
　吸着部には、第１の活性炭フィルタで説明した吸着部を用いることができる。水素吸蔵
部は、水素吸蔵合金およびパラジウムからなる群より選ばれる少なくとも１種を含んでも
よい。水素吸蔵合金およびパラジウムはいずれも、水素を可逆的に吸蔵する。水素吸蔵合
金に特に限定はなく、ニッケル－水素二次電池に用いられている水素吸蔵合金を用いても
よいし、パラジウム合金を用いてもよい。
【００３３】
　なお、第２の活性炭フィルタは、複数の吸着部と複数の水素吸蔵部とを備えてもよい。
別の観点では、第２の活性炭フィルタは、吸着部と水素吸蔵部とのペアを複数備えてもよ
い。
【００３４】
　本発明の活性炭フィルタの実施形態について、図面を参照しながら以下に説明する。な
お、以下の説明では、同様の部分に同一の符号を付して重複する説明を省略する場合があ
る。
【００３５】
　［活性炭フィルタの使用方法］
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　活性炭を含む吸着部を備える活性炭フィルタを使用するための本発明の方法について、
以下に説明する。活性炭を含む吸着部については、上述した吸着部と同様のものを用いる
ことができる。この方法で再生される活性炭フィルタは、吸着部を備えることを除いて特
に限定はない。
【００３６】
　この使用方法では、溶存水素濃度が０．１ｐｐｍ以上である水性液体を吸着部に通過さ
せる。ここで、水性液体とは、溶媒の５０質量％以上（たとえば８０質量％以上や９０質
量％以上や１００質量％）が水である液体を意味し、水溶液および水道水などが含まれる
。なお、一般的な水道水は実質的に溶存水素を含まないため、一般的な水道水を用いる場
合には、その溶存水素濃度を高めて用いる必要がある。
【００３７】
　溶存水素の濃度が高い水性液体の供給方法に特に限定はない。水素ガスを外部から水性
液体中に注入することによって溶存水素濃度が高い水性液体を調製してもよい。また、水
性液体中で水を電気分解し、発生した水素ガスが溶解した水性液体を用いてもよい。
【００３８】
　一般的な水道水の場合、室温（２５℃）での溶存水素濃度は０．０１ｐｐｍ未満である
。それに対して、この再生方法では、溶存水素濃度が高い水性液体を活性炭に通過させる
。それによって、活性炭が還元され、活性炭の電位が下がる。活性炭の電位が下がること
によって、活性炭の能力が再生する。すなわち、溶存酸素や次亜塩素酸を分解・除去する
活性炭の能力が回復する。したがって、別の観点では、この使用方法は、活性炭フィルタ
の再生方法である。
【００３９】
　なお、別の観点では、本発明の方法は、溶存酸素および／または次亜塩素酸を含み且つ
溶存水素濃度が高い水性液体を、活性炭を含む吸着部に通過させる方法である。この方法
によれば、溶存酸素および次亜塩素酸を効率よく分解・除去できる。
【００４０】
　［実施形態１］
　実施形態１では、第１の活性炭フィルタの第１の例について一例を説明する。実施形態
１の活性炭フィルタ１０の断面図を図１に示す。活性炭フィルタ１０は、容器１１、吸着
部１２、２つのセパレータ１３、および２つの電極１４を含む。スイッチ１６がオンのと
きには、吸着部１２と電極１４との間に直流電源１５によって直流電圧が印加される。な
お、電圧を常時印加する場合や電源として太陽電池を用いる場合には、スイッチ１６を省
略することが可能である。
【００４１】
　容器１１は、処理される水が流入する流入口１１ａと、処理された水が流出する流出口
１１ｂとを備える。吸着部１２は活性炭を含む。セパレータ１３は絶縁性の樹脂からなる
。セパレータ１３は、水を通過させる形状（メッシュ状、織布、不織布など）を有する。
セパレータ１３は、吸着部１２と電極１４との間に配置され、それらの短絡を防止する。
電極１４は、白金コートされたチタンワイヤによって形成されたメッシュ状の電極である
。
【００４２】
　活性炭フィルタ１０の使用時において、吸着部１２がカソードとなるように、吸着部１
２と電極１４との間に２．５Ｖ以下の直流電圧が印加される。活性炭の電位について、図
２に模式的に示す。図２において、電位ＥCは、活性炭に電荷が蓄積されていないときの
活性炭の電位である。電位ＥHは、水素イオンが還元され始める電位であり、電位ＥHより
もマイナス側の電位では水素イオンが還元されて水素分子が生成する。電位ＥOXは、酸素
が還元分解され始める電位であり、電位ＥOXよりもマイナス側では酸素が還元分解される
。電位ＥJは、遊離塩素が還元分解され始める電位であり、電位ＥJよりもマイナス側では
遊離塩素が還元分解される。
【００４３】
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　吸着部１２の電位が電位ＥJよりもマイナス側に存在する場合、吸着部１２と接触した
遊離塩素は還元分解される。また、吸着部１２の電位が電位ＥOXよりもマイナス側に存在
する場合、吸着部１２と接触した溶存酸素は還元分解される。なお、電位ＥJは電位ＥOX

よりもプラス側に存在するため、吸着部１２の電位が電位ＥOXよりもマイナス側に存在す
る場合、吸着部１２と接触した遊離塩素も還元分解される。
【００４４】
　従来、活性炭フィルタでは、物理吸着によって物質を吸着する機能が注目されてきた。
しかし、図２に示されるように、所定の電位にある活性炭は、遊離塩素や溶存酸素を電気
的に還元分解する機能を有する。現在のところ明確ではないが、活性炭フィルタによる遊
離塩素濃度の減少には、活性炭の還元機能が関与していると考えられる。たとえば、溶存
酸素濃度を増加させた水道水（塩素イオンを含む）を、活性炭を含む活性炭電極と接触す
るように循環させると、活性炭電極の電位が上がり、且つ、水道水がアルカリ性となる。
このことから、活性炭の表面において次の反応が起こっていると考えられる。なお、以下
の式において、「Ｃ」は活性炭を表す。
Ｃ（表面電荷：ｎ個の負電荷）／ｎ（吸着Ｎａ+）－２ｅ-→Ｃ（表面電荷：（ｎ－２）個
の負電荷）／（ｎ－２）（吸着Ｎａ+）＋２Ｎａ+

１／２Ｏ2＋２ｅ-＋Ｈ2Ｏ→２ＯＨ-

【００４５】
　活性炭表面の負電荷が溶存酸素の還元分解に利用されてナトリウムイオンが放出される
と、その放出された分だけ、活性炭表面の負電荷が減る。溶存酸素が還元分解されること
によって、水酸化物イオンが生成する。そのため、水道水はアルカリ性となると考えられ
る。また、遊離塩素も同様に、活性炭から電子を受け取って次の反応のように還元分解さ
れると考えられる。
ＣｌＯ-＋２ｅ-＋Ｈ2Ｏ→Ｃｌ-＋２ＯＨ-

【００４６】
　本願発明者らは、従来注目されていなかった活性炭の還元機能に注目し、本願発明に至
った。本願発明の原理について、以下に説明する。まず、吸着部１２の活性炭の電位をコ
ントロールしない従来の活性炭フィルタについて説明する。吸着部１２の活性炭の電位は
、イオンを吸着していない初期の段階で図２の電位ＥCの位置にある。しかし、活性炭フ
ィルタを使用すると、吸着部１２の表面で、遊離塩素の還元分解や溶存酸素の還元分解が
生じる。それらの還元分解のために、吸着部１２の活性炭から電子が提供される。その結
果、活性炭には正電荷が蓄積され、活性炭の電位はプラス側（図２の右側）に移動する。
活性炭の電位がプラス側に移動すると、活性炭の電位と電位ＥOXとの差、および、活性炭
の電位と電位ＥJとの差が小さくなる。それらの電位差が小さくなると、遊離塩素および
溶存酸素の還元分解反応が生じにくくなる。これが、遊離塩素濃度および溶存酸素濃度を
低減する活性炭の能力が使用によって低下する現象であると考えられる。従来は、活性炭
の物理吸着に注目されてきた。そのため、活性炭を再生する従来の方法では、吸着された
物質を加熱によって活性炭から脱離させている。しかし、遊離塩素濃度および溶存酸素濃
度を低減する活性炭の能力は、活性炭の電位をコントロールすることによって維持するこ
とが可能である。
【００４７】
　使用による活性炭の能力（遊離塩素および溶存酸素などを還元分解する能力）の低下を
防止するために、第１の活性炭フィルタでは、使用時において、吸着部１２がカソードと
なるように電圧を印加する。これによって、活性炭の電位がマイナス側にシフトし、遊離
塩素濃度および溶存酸素濃度を低減する活性炭の能力が復活する。ただし、吸着部１２の
電位が電位ＥHよりもマイナス側になると水素ガスの発生に電力が消費されてしまうため
、吸着部１２の電位は、電位ＥHよりもプラス側にあることが好ましい。好ましい一例で
は、吸着部１２の電位は、電位ＥHよりもプラス側で且つ電位ＥHの近傍にある。以上の点
を考慮して、第１の活性炭フィルタでは、上述した電圧が印加される。印加電圧を２．５
Ｖ以下とすることによって、水の電気分解による電力の消費を抑制でき、電力の消費を極
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めて小さくすることができる。
【００４８】
　遊離塩素濃度および溶存酸素濃度を効率よく低減するためには、吸着部１２の電位は、
電位ＥOXよりもマイナス側にあることが求められ、電位ＥHと電位ＥCとの間にあることが
好ましい。水素過電圧を考慮しない場合、標準水素電極基準で電位ＥHは約－０．４Ｖで
ある。一方、水素過電圧を考慮した場合、水素ガスが実質的に発生する電位ＥHは－０．
６Ｖよりも低い。水素過電圧を考慮すると、活性炭の電位が約－０．８Ｖ程度でも水素ガ
スが多量に発生することはない。また、表面電荷が存在しない状態の活性炭の電位ＥCは
約０．４Ｖであり、電位ＥOXは約０．８Ｖである。そのため、第１の活性炭フィルタでは
、使用時における吸着部１２の電位が、標準水素電極基準で、－０．８Ｖ以上０．８Ｖ以
下であってもよく、上述した「吸着部の活性炭の電位の例示（１）」で示した電位にあっ
てもよい。
【００４９】
　［実施形態２］
　実施形態２では、第１の活性炭フィルタの第２の例の一例について説明する。実施形態
２の活性炭フィルタの構成は、図１に示した活性炭フィルタ１０と実質的に同じであるた
め、重複する説明を省略する。ただし、実施形態２では、電圧の印加方法が異なる。
【００５０】
　実施形態２の活性炭フィルタでも、実施形態１と同様に、吸着部１２がカソードとなる
ように吸着部１２と電極１４との間に直流電圧を印加する。ただし、実施形態２の活性炭
フィルタでは、断続的に電圧を印加することによって吸着部１２の活性炭を再生させる。
印加電圧に特に限定はなく、上述した電圧を印加すればよい。
【００５１】
　上述したように、活性炭フィルタを使用して活性炭の表面で遊離塩素や溶存酸素の還元
分解が生じると、活性炭の電位がプラス側に移動し、その結果、遊離塩素や溶存酸素の還
元分解が生じにくくなる。実施形態２の活性炭フィルタでは、断続的に、吸着部１２がカ
ソードとなるように電圧を印加することによって、吸着部１２の電位をマイナス側に移動
させる。これによって、低下した活性炭の能力（遊離塩素および溶存酸素などを還元分解
する能力）が復活する。そのため、実施形態２の活性炭フィルタは、活性炭を交換するこ
となく長期の使用が可能である。なお、第２の活性炭フィルタでは、電圧印加後の吸着部
１２の電位が、標準水素電極基準で、上述した「吸着部の活性炭の電位の例示（１）」で
示した電位にあってもよい。
【００５２】
　実施形態２の活性炭フィルタでは、定期的に電圧を印加してもよいし、不定期に電圧を
印加してもよい。たとえば、活性炭の能力が低下したときに電圧を印加して活性炭を再生
しもよい。活性炭の能力が低下したかどうかを判断するために、吸着部の活性炭の電位の
変化を測定するための参照用の活性炭電極を用いてもよい。参照用の活性炭電極は、活性
炭フィルタよりも上流側に、オープン状態（フローティングの状態）で配置される。参照
用の活性炭電極と吸着部の活性炭との電位差が最大となるのは、参照用の活性炭電極の活
性炭の表面に正電荷が充分に蓄積されて当該活性炭の電位が電位ＥOXに到達し、吸着部の
活性炭の電位が電圧印加によって電位ＥHに到達したときである。そのときの電位差は約
１．４Ｖ以上である。参照用の活性炭電極の電位は、水の通過に伴って電位ＥOX近傍の電
位となる。吸着部の活性炭の電位も、使用によってプラス側に移動する。吸着部の活性炭
の電位と参照用の活性炭電極の電位（電位ＥOX近傍）との電位差が小さくなったときには
、吸着部の活性炭の電位が電位ＥOXに近づいたと判断して電圧印加（再生処理）を行うこ
とができる。たとえば、両者の電位差が、０．２Ｖ～０．４Ｖの範囲にある所定の電位差
に到達したときに、電圧を印加してもよい。
【００５３】
　また、参照用の活性炭電極の電位と吸着部の電位との電位差に基づいて、電圧印加を停
止してもよい。たとえば、その電位差が０．６Ｖ以上になったときに、活性炭の能力が再
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圧印加によって電位差が０．６Ｖになった場合、活性炭の電位は電圧印加前よりも０．２
Ｖだけマイナス側に移動したことになる。その結果、遊離塩素や溶存酸素が活性炭によっ
て還元分解されやすくなる。
【００５４】
　［実施形態３］
　実施形態３では、第２の活性炭フィルタの一例について説明する。実施形態３の活性炭
フィルタ３０の断面図を図３に示す。活性炭フィルタ３０は、容器１１、２つの吸着部１
２、および２つの水素吸蔵部３１を含む。活性炭フィルタ３０は、複数の吸着部１２およ
び複数の水素吸蔵部３１を備える活性炭フィルタの一例である。吸着部１２の活性炭と水
素吸蔵部３１とは接触している。換言すれば、吸着部１２の活性炭と水素吸蔵部３１とは
短絡されている。容器１１および吸着部１２については、実施形態１で説明したものと同
様である。水素吸蔵部３１は、水素吸蔵合金またはパラジウムを含む。一例の水素吸蔵部
３１は、表面がパラジウムでコーティングされたメッシュ状のステンレスである。
【００５５】
　活性炭フィルタ３０の動作について以下に説明する。活性炭フィルタ３０を流れる水が
溶存水素を含む場合、溶存水素が水素吸蔵部３１に吸蔵される。水素吸蔵部３１がフロー
ティングの状態にある場合であって且つ溶存水素の吸蔵・放出が平衡状態にある場合、水
素吸蔵部３１の電位は－０．６Ｖ程度である。水素吸蔵部３１と吸着部１２とは短絡され
ているため、吸着部１２の電位は、水素吸蔵部３１の電位に影響される。溶存水素を含む
水が活性炭フィルタ３０を流れることによって溶存水素が水素吸蔵部３１に吸蔵され、そ
の結果、吸着部１２の活性炭の電位がマイナス側に移動する。そのため、溶存水素を含む
水が活性炭フィルタ３０を流れる限り、吸着部１２の活性炭の能力（遊離塩素および溶存
酸素などを還元分解する能力）は維持される。すなわち、実施形態３の活性炭フィルタ３
０によれば、活性炭を交換することなく、長期間にわたって所定の物質の濃度を低減する
ことが可能である。
【００５６】
　実施形態３の活性炭フィルタは、電源が不要であるという利点を有する。実施形態３の
活性炭フィルタは、溶存水素濃度が高い水（「水素水」と呼ばれることがある）の溶存酸
素濃度や遊離塩素濃度を低減するフィルタとして好ましく使用できる。
【産業上の利用可能性】
【００５７】
　本発明は、活性炭フィルタに利用できる。この活性炭フィルタは、浄水器やイオン濃度
を調整する装置など、様々な機器や装置に利用できる。
【符号の説明】
【００５８】
　１０、３０　活性炭フィルタ
　１１　容器
　１２　吸着部
　１３　セパレータ
　１４　電極
　１５　電源
　１６　スイッチ
　３１　水素吸蔵部
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【図２】

【図３】
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